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１ 医療保護入院の制度と現状
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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく入院形態について精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく入院形態について

１ 任意入院（法第２２条の３）

【対象】 入院を必要とする精神障害者で、入院について、本人の同意がある者
【要件等】 精神保健指定医の診察は不要

１ 任意入院（法第２２条の３）

【対象】 入院させなければ自傷他害のおそれのある精神障害者

２ 措置入院／緊急措置入院（法第２９条／法第２９条の２）

【要件等】 精神保健指定医２名の診断の結果が一致した場合に都道府県知事が措置
（緊急措置入院は、急速な入院の必要性があることが条件で、指定医の診察は１名で足りるが、入院期間

は７２時間以内に制限される。）

【対象】 入院を必要とする精神障害者で、自傷他害のおそれはないが、任意入院を行う状態にない者
【要件等】 精神保健指定医（又は特定医師）の診察及び保護者（又は扶養義務者）の同意が必要

３ 医療保護入院（法第３３条）

（特定医師による診察の場合は１２時間まで）

【対象】 入院を必要とする精神障害者で 任意入院を行う状態になく 急速を要し 保護者の同意が得られない者

３ 応急入院（法第３３条の４）

【対象】 入院を必要とする精神障害者で、任意入院を行う状態になく、急速を要し、保護者の同意が得られない者
【要件等】 精神保健指定医（又は特定医師）の診察が必要であり、入院期間は７２時間以内に制限される。

（特定医師による診察の場合は１２時間まで）
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任意入院の流れ（第２２条の３）
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措置入院の流れ（第２９条）
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①【⼊院形態別】①【⼊院形態別】
在院患者数（及び割合）の推移

7

⼊院形態別在院患者数の推移（平成3年度〜平成20年度）
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精神･障害保健課調べ（各年度6⽉30⽇現在）

0⼈ 0.0%

※平成11年精神保健福祉法改正において医療保護⼊院の要件を明確化
（任意⼊院の状態にない旨を明記）
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②【⼊院形態別】②【⼊院形態別】
在院期間別の患者数（及び割合）の推移
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措置⼊院患者数の推移（平成16年 20年）【⼊院期間別】
２０年以上 １０年以上〜２０年未満 ５年以上〜１０年未満 １年以上〜５年未満

６カ⽉以上〜１年未満 ３カ⽉以上〜６カ⽉未満 １カ⽉以上〜３カ⽉未満 １カ⽉未満

措置⼊院患者数の推移（平成16年〜20年）【⼊院期間別】
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医療保護⼊院患者数の推移（平成16年 20年）【⼊院期間別】
２０年以上 １０年以上〜２０年未満 ５年以上〜１０年未満 １年以上〜５年未満

６カ⽉以上〜１年未満 ３カ⽉以上〜６カ⽉未満 １カ⽉以上〜３カ⽉未満 １カ⽉未満

医療保護⼊院患者数の推移（平成16年〜20年）【⼊院期間別】
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２０年以上 １０年以上〜２０年未満 ５年以上〜１０年未満 １年以上〜５年未満

６カ⽉以上 １年未満 ３カ⽉以上 ６カ⽉未満 １カ⽉以上 ３カ⽉未満 １カ⽉未満

任意⼊院患者数の推移（平成16年〜20年）【⼊院期間別】
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③【⼊院形態別】③【⼊院形態別】
年齢別の患者数（及び割合）の推移
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措置⼊院患者数の推移（平成16年 20年）【年齢階級別】

６５歳以上 ４０歳以上６５歳未満 ２０歳以上４０歳未満 ２０歳未満

措置⼊院患者数の推移（平成16年〜20年）【年齢階級別】
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医療保護⼊院患者数の推移（平成16年〜20年）【年齢階級別】
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医療保護⼊院患者数の推移（平成16年〜20年）【年齢階級別】
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６５歳以上 ４０歳以上６５歳未満 ２０歳以上４０歳未満 ２０歳未満

任意⼊院患者数の推移（平成16年〜20年）【年齢階級別】
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④【⼊院形態別】④【⼊院形態別】
年齢階級別×在院期間別（及び割合）の推移
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措置⼊院患者数の推移（平成13年 および平成16年〜20年）
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医療保護⼊院患者数 推移（平成 3年 および平成 6年 20年）

70,000 

医療保護⼊院患者数の推移（平成13年、および平成16年〜20年）
【年齢階級×⼊院期間】

60,000 
医
療
保

40,000 

50,000 保
護
⼊
院
患
者
数

５年以上

５年未満

52.4%

29.4%

45.5%

20,000 

30,000 
数
［
⼈
］

５年未満
1年以上

23.9%

32.6%

30.3%

34.4%

27.2%

0

10,000 １年未満

20.6%

52.1%

27.3%

55.5%

25.4%
23.7%

19.1%

37.1%
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27.3%
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0
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6
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8
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9
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H1
3
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9

H2
0

20歳未満 ２０歳以上４０歳未満 ４０歳以上６５歳未満 ６５歳以上
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120 000

任意⼊院患者数の推移（平成13年、および平成16年〜20年）
【年齢階級×⼊院期間】

100,000 

120,000 

任
意

60 000

80,000 

意
⼊
院
患
者
数

５年以上

51.6%

41.4%

41.7%
46.8%

40,000 

60,000 ［
⼈
］

５年未満
1年以上
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24.7%

20,000 
１年未満26.2%
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20.4% 26.7% 27.4%28.5%

0 

H1
3

H1
4

H1
5

H1
6

H1
7

H1
8

H1
9

H2
0

H1
3

H1
4

H1
5

H1
6

H1
7

H1
8
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0
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0
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0

20歳未満 ２０歳以上４０歳未満 ４０歳以上６５歳未満 ６５歳以上
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⑤【⼊院形態別】⑤【⼊院形態別】
疾病分類別の患者数の推移

21

統合失調症 認知症 気分障害 その他

措置⼊院

【⼊院形態別】【⼊院形態別】
98 
462 

2,500 

3,000 

3,500 
統合失調症 認知症 気分障害 その他

患
者【⼊院形態別】

疾病分類別の患者数の推移
【⼊院形態別】

疾病分類別の患者数の推移
2,514 

1,978 1 867 1 710

9 

8 
13 3 

2 7 

93 94 
86 

88 102 

335 302 
262 

235 248 

1,000 

1,500 

2,000 
者
数[

⼈]

, 1,867 1,710 1,524 1,446 

0 

500 

平成13年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年

140,000 
統合失調症 認知症 気分障害 その他

医療保護⼊院

250,000 
統合失調症 認知症 気分障害 その他

任意⼊院

14,807 19,537 20,801 21,745 23,402 24,863 5,211 5,810 6,067 6,431 6,454 6,807 20,707 20,481 21,158 21,044 21,433 22,080 

80,000 

100,000 

120,000 

患
者
数[

⼈] 20,979 20,629 20,290 19,549 18 273

16,805 18,111 18,280 18,798 18,439 18,614 

46,444 41,261 39,620 38,379 36,891 35,250 
150,000 

200,000 患
者
数[

⼈]

70,205 69,469 70,043 69,918 70,579 71,170 

20,000 

40,000 

60,000 

]

131,210 126,208 124,041 120,486 116,832 113,283 

19,549 18,273 17,426 

50,000 

100,000 
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⑥【疾病別】⑥【疾病別】
⼊院形態別の患者数（及び割合）の推移

23

その他⼊院 任意⼊院 医療保護⼊院 措置⼊院

気分障害

【疾病分類別】【疾病分類別】 20,000

25,000 

30,000 
その他⼊院 任意⼊院 医療保護⼊院 措置⼊院

患
者【疾病分類別】

⼊院形態別の患者数の推移
【疾病分類別】

⼊院形態別の患者数の推移
10,000 

15,000 

20,000 者
数[

⼈]

75%
75% 75% 74% 74% 73%

0 

5,000 

平成13年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年

23% 24% 25% 25% 26% 27%

250,000 
措置⼊院 医療保護⼊院 任意⼊院 その他⼊院

統合失調症

40,000 
45,000 

措置⼊院 医療保護⼊院 任意⼊院 その他⼊院

認知症

150,000 

200,000 
患
者
数[

⼈] 64% 64% 63% 63% 62% 61%
20 000
25,000 
30,000 
35,000 

,

患
者
数[

⼈]

41%

58%

51% 49%
47%

44%

50,000 

100,000 

38％34％ 35％ 36％ 36％ 37％
5,000 

10,000 
15,000 
20,000 

41%

51%48%
53% 56% 59%
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医療保護入院制度の変遷

名称 対象手続 補完制度 審査会

明治３３年

（精神病者監
護法）

－ ・行政庁の許可を得て自宅に監
置する。

（緊急の場合は届出で可。二回
目以降の監置は届出。）

昭和２５年
（精神衛生法）

同意入院 ・診察の結果精神障害者であると
判断されること、医療及び保護の
ため必要であること、保護義務者
の同意があることが要件。

昭和６２年
（精神保健法）

医療保護入院
へ変更

・指定医の判定を入院要件化。

・扶養義務者の同意により４週間
の入院を可能に。

・保護者の同意が得られない
場合でも７２時間を限り入院
させることができる応急入院
の制度創設。

・精神医療審査会制度の創
設

平成１１年

（精神保健及
び精神障害者
福祉に関する
法律）

・医療保護入院の要件として、任
意入院等の状態にないことを明
記。

・移送制度の創設

法律）

平成１７年

（精神保健及
び精神障害者
福祉に関する

・指定医に代わり、特定医師
による診察でも１２時間を限
り入院が可能に。

福祉に関する
法律）

25

精神医療審査会 （精神保健福祉法第12-15条）

（事務：精神保健福祉センター）

委員構成員（１合議体あたり５名）は、その学識経験に基づき独立して職務を遂行
都道府県知事が下記の者から任命（任期２年）

☆ 精神科医療の学識経験者 ２名以上（精神保健指定医に限る）☆ 精神科医療の学識経験者 ２名以上（精神保健指定医に限る）
☆ 法律に関する学識経験者 １名以上（弁護士、検事等）
☆ その他学識経験者 １名以上（社会福祉協議会の役員、公職経験者等）

精神科病院の管理者からの
★ 医療保護入院の届出
★ 措置入院、医療保護入院患者の

入院中の者、保護者等から
★ 退院請求
★ 処遇改善請求

定期病状報告

入院の要否の 入院の要否

＜知事による審査の求め＞ ＜知事による審査の求め＞

入院の要否の
審査

入院の要否

処遇の適・不適の
審査

＜速やかに審査結果通知＞ ＜速やかに審査結果通知＞

都 道 府 県 知 事 ・ 指 定 都 市 の 長
審査会の審査結果に基づいて都道府県知事・指定都市の長は退院命令等の措置を採らなければならない

（審査会決定の知事への拘束性）・・・・・・・・・・法第38条の３第４項 法第38条の５第５項

＜速やかに審査結果通知＞ ＜速やかに審査結果通知＞

必要な措置 当事者、関係者
に通知

（審査会決定の知事への拘束性） 法第38条の３第４項、法第38条の５第５項

26



○ 精神医療審査会の委員は、
精神科医療の学識経験者 （精神保健指定医に限る）

精神医療審査会（精神保健福祉法第12-15条）について

・ 精神科医療の学識経験者 （精神保健指定医に限る）
・ 法律に関する学識経験者 （弁護士、検事等）
・ その他学識経験者 （社会福祉協議会の役員、公職経験者等）

のうちから、都道府県知事が任命する（任期２年）。

○ 精神医療審査会は、合議体を構成する委員を５名指名し、その合議体で審査の案件を取り扱う。合議体を
構成する委員は、その学識経験に基づき独立して職務を遂行する。合議体の構成は以下のとおり。
・ 精神科医療の学識経験者 ２名以上（精神保健指定医に限る）
・ 法律に関する学識経験者 １名以上（弁護士、検事等）
・ その他学識経験者 １名以上（社会福祉協議会の役員、公職経験者等）

○ 合議体は個別の審査案件の全てを取り扱い、合議体において決定された審査結果が審査会の審査結果と
なる。

○ 精神医療審査会は 精神障害者の人権に配慮しつつ その適正な医療及び保護を確保する観点から昭和○ 精神医療審査会は、精神障害者の人権に配慮しつつ、その適正な医療及び保護を確保する観点から昭和
６２年の改正により新設。当初は精神医療審査会の委員数は５人以上１５人以下としていたが、平成１１年の
改正により、地域における精神病床数等の実状に対応した迅速かつ適正な審査を実施できるよう、委員数の
規定が削除された。

○ 審査会は○ 審査会は、

① 措置入院者、医療保護入院者について提出される病状等に関する定期の報告等の全件及び入院患者等か
ら退院等の請求の全件について審査を行うこととされていること（法第３８条の３第１項、第３８条の５第５項）、

② 審査会の審査結果に基づいて都道府県知事（指定都市の市長）は退院命令等の措置を採らねばならないこ
され る 第 条 第 第 条 第ととされていること（第３８条の３第４項、第３８条の５第５項）、

から、独立した審査が担保されており、国際人権Ｂ規約との関係で、独立した第３者機関ということができる。

○ さらに、精神医療審査会の事務については、その事務の専門性に配慮するとともに、審査の客観性、独立
性の一層の確保を図るため、平成１４年４月１日より、開催事務、審査の遂行条必要な調査その他審査会の性 層 確保を図る 、平成 年 月 り、開催事務、審 遂行条必要な調 そ 他審 会
審査に関する都道府県知事の事務は、都道府県（指定都市）の精神保健主管部局ではなく精神保健福祉セ
ンターにおいて行うこととしている。

○ 精神医療審査会に係る経費については、特段国の補助はない。 27

退院請求等の審査の流れ（請求～合議体の審査）

退院請求 事前手続 合議体の審査

【知事等が準備する事前資料一覧】
・措置入院時の診断書（第27条）

・特定医師による医療保護入院者
の入院届（第３３条第４項）

退
院原

精
神

通
知
（
第

退院請求 事前手続 議体 審

患病理主の請
求

の入院届（第３３条第４項）
・定期の報告(第38条の2）
・退院請求に関する資料（第38条の
4）

・患者の入院する精神科病院への
実地指導に関する資料

都
道
府
県

（精
神
保
健

院
請
求
等

原
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書
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患
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者
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理
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（
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）・患
者
の

治
医
等
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護
者
等

意
見
聴

求
者
（精
神

特に必要と認
める場合には報
告徴収等の要請
可 都実地指導に関する資料県

知
事
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定

健
福
祉
セ
ン
タ

等
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38
条

（
口
頭
で
も

査
会

第
１
項
）
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要
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も
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指
定
医

38
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可
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等
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病
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に
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可

・ 実地審査を行
うこと（第38条
の6）

都
道
府
県
知
事定

都
市
の
市

タ
ー
に
て
受

の
4
）

も
可
）

請
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・患
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員
２
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理
者
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頭
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命
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、
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可

入
院
中
の
者

・ その実地審査
に指定医である
合議体委員の
同行請求可

事
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定
都市

長
受
付
）

者
・保
護
者
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病
院
の
管

者
・患
者
の

名
以
上
、
少
な

医
療
に
つ
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て

る
委
員
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る
診
察
可
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第

）簿
書
類
の
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求
者
、

院
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理
人
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合

体
が
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そ
の
他
の

意
見
陳
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者
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護
者
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同行請求可

・ その実地審査
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求可

都
市
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・病
院
管
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病
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）

【告知義務事項】

・合議体の審査時に
おける意見陳述の
機会等管

理
者

※６ヶ月以内に意見聴取を行っている場合において、重ねて意見聴取を行う必要が乏しいと認められるときは不要

見
陳
述

請
求
す

代
理
人

あ
る
弁

護
士

見
陳
述

機

・弁護士による権利
擁護を受ける権利
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退院請求等の審査の流れ（事後手続）

事後手続

審査結果の通知（第３８条の５第２項）

【結果一覧】 ・審・
退

意

都

【結果 覧】
（１） 退院請求の場合

① 引き続き現在の入院形態での入院が適当と認め
られること

② 他の入院形態 の移行が適当と認められること

審
査
結
果

退
院
命
令

（第
３
８
条

見
聴
取
を
行都

道
府
県
知

精
神

② 他の入院形態への移行が適当と認められること

③ 合議体が定める期間内に、他の入院形態へ移行
することが適当と認められること

④ 入院の継続は適当でないこと

の
通
知
等

、
処
遇
改
善

条
の
５
第
５

行
っ
た
、
請
求

（患
者
・患

・患
者
の
入

・患
者
の
治知

事
・指
定
都

神
医
療
審
査

④ 入院の継続は適当でない と

⑤ 合議体が退院の請求を認めない場合であって
も、当該請求の処遇に関し適当でない事項がある
ときは、その処遇内容が適当でないこと

（２） 処遇改善請求の場合

等
善
命
令

５
項
）※

求
者
・精
神

患
者
の
保
護
者

院
す
る
精
神

療
を
担
当
す都

市
の
市
長

査
会

（２） 処遇改善請求の場合
① 処遇は適当と認めること

② 処遇は適当でないこと、及び合議体が求める処
遇を行うべきこと

科
病
院
の
管

者
等
）

神
科
病
院
の

す
る
指
定
医

※

違
反

以
下
の

以
下
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理
者
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の
管
理
者

医

参考意見を述べることが可能

反
し
た
場
合
、

の
懲
役
又
は

の
罰
金
（
第
52参考意見を述べることが可能 、

三
年

百
万
円

52
条
）
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定期の報告等の審査の流れ（報告～合議体の審査）

定期病状報告等 事前手続 合議体の審査

・措
置

管
理

・医
療

定期病状報告
（第38条の2） 資料の送付

定期病状報告等 事前手続 合議体の審査

置
入
院
患
者
を

理
者

療
保
護
入
院
者 入院患者

患
者
・病
院

人
）・患
者

意
見

第
３

【報告内容】

・措置入院者に
係る６月（入院
年月日から起算

都
道
府

通
知
・審

必要と認める場
合には報告徴収
等の要請可

都
道
府を

入
院
さ
せ

者
を
入
院
さ

精
神

入
院
中
の
患

・入院患者
の同意の
上、指定医
委員による
診察可（第

院
管
理
者
（代

者
の
主
治
医

見
聴
取
可
（
第

項
）

年月日から起算
して６月を経過
するまでの間は
３月）ごとの定
期の報告

医療保護入院

府
県
知
事
・指

審
査
依
頼
（
第

【実地審査】

・ 実地審査を行
うこと（第38条の
6）

府
県
知
事
・せ

て
い
る
精
神

さ
せ
て
い
る
精

神
医
療
審
査

患
者

診察可（第
38条の３第
３項）

代
理

等38
条
の
３

病
院

・医療保護入院
者に係る12月毎
の定期の報告

指
定
都
市
の
市

38
条
の
3
第

精

合
議
体

6）

・ その実地審査
に指定医である
合議体委員の同
行請求

指
定
都
市
の

法定届出書
類の確認神

科
病
院
又

精
神
科
病
院

査
会 院

管
理
者
（

治
医
等
・そ

出
頭
を

（
第
38
条

市
長

第
１
項
） ・診療録そ

の他の帳
簿書類の

精
神
科
病
院

行請求可

・ その実地審査
の結果報告請求
可

の
市
長・医療保護入院

者に係る入院時
の届出（第33条

類の確認

又
は
指
定
病

院
の
管
理
者

代
理
人
）・患

そ
の
他
の
関

を
命
じ
、
審
問
可

条
の
３
第
３
項

簿書類の
提出請求
可

院
の
管
理
者

可
【実地指導】

・ 都道府県等が
行う実地指導に

の届出（第 条
第７項）

・医療保護入院
者に係る退院時
の届出（第33条
の２）病

院
の

者 患
者
の
主

係
者

可項
）

者
等 指定医である合

議体委員の同行
請求可

の２）

・応急入院者に
係る入院時の
届出（第33条の
4第１、２項）
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定期の報告等の審査の流れ（事後手続）

事後手続

審査結果の通知（第３８条の３第２項）

【結果一覧】

事後手続

【結果一覧】

① 現在の入院形態での入院が適当と認め
られること

② 他の入院形態への移行が適当と認めら

・審
査
結
果

・
結
果
①

必
要
な
措

（
⑤
に
つ

令
。
第
38

項
）

都
道
府
県
知

精

れること

③ 合議体が定める期間内に、他の入院形
態へ移行することが適当と認められること

④ 合議体の定める期間経過後に 当該患

患
者
・保

・患
者
の
入

・患
者
の
治

果
の
通
知

以
外
の
場

措
置
を
講

い
て
は
退
院

38
条
の
3
第知

事
・指
定

神
医
療
審
査

④ 合議体の定める期間経過後に、当該患
者の病状、処遇等について報告を求めるこ
とが適当であること

⑤ 入院の継続は適当でないこと

保
護
者
等
・病

入
院
す
る
精
神

治
療
を
担
当
す

合
は
、

講
じ
る
。

院
命

第
4

定
都
市
の
市
長

査
会

⑥ 当該患者の入院中の処遇について適当
でない事項が認められるときはその処遇内
容が適当でないこと

病
院
管
理
者

神
科
病
院
の

す
る
指
定
医

※

違
反
し

以
下
の
懲

以
下
の
罰長

参考意見を述べることが可能

者の
管
理
者

医 し
た
場
合
、

懲
役
又
は
百

罰
金
（
第
52参考意見を述べることが可能

三
年

百
万
円

52
条
）
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精神医療審査会における審査の状況
１．審査会１回当たりの審査件数の推計

○ 年間審査件数○ 年間審査件数
医療保護入院者に係る入院届の検査件数（法第３３条第７項）・・・１４１，６８２件
定期病状報告の審査件数（医療保護入院）・・・８８，５０３件
定期病状報告の審査件数（措置入院）・・・２，４４３件
退院請求の審査件数・・・２，０９１件
処遇改善請求の審査件数・・・２６５件処遇改善請求の審査件数・・・２６５件

計 ２３４，９８４件・・・（A） 資料：平成21年度衛生行政報告例

○ 全都道府県・指定都市における審査会の年間開催回数
計 １，７０３件・・・（B） 資料：平成21年度精神・障害保健課調

○１回の審査会における審査件数 （A）÷（B）≒１３８件

○１自治体における１年間の審査会開催件数 （B）÷６５≒２６.２回・・・（C）

○１ヶ月当たりの審査会開催件数 （C）÷１２≒２.２回

○ １回の審査における審査の内訳
医療保護入院者に係る入院届の検査件数≒８３.２件
定期病状報告の審査件数（医療保護入院）≒５２.０件
定期病状報告の審査件数（措置入院）≒1.4件
退院請求の審査件数≒１ ２件

２．審査状況

退院請求の審査件数≒１．２件
処遇改善請求の審査件数≒０.２件

入院届（医療保護入院） 定期報告（医療保護⼊院） 定期報告（措置⼊院） 退院請求 処遇改善請求

審査
件数

審査結果

審査
件数

審査結果

審査
件数

審査結果

審査
件数

審査結果

審査
件数

審査結果

他の入院形
態への移行

が適当

入院
継続
不要

他の入院形
態への移行

が適当

入院
継続
不要

他の
入院形態
への移行

入院
継続
不要

入院は
不適当

処遇は
不適当

資料：平成21年度衛生行政報告例 32

が適当 不要 が適当 不要
が適当

不要

合 計 141,682 1 2 88,503 2 4 2,443 3 0 2,091 62 265 12 



○ 実地指導について（精神保健福祉法第３８条の６第１項）

○ 実地指導とは厚生労働省または都道府県（指定都市）の職員又は指定医が 精神○ 実地指導とは厚生労働省または都道府県（指定都市）の職員又は指定医が、精神
科病院への立ち入りによる帳簿書類の検査、入院患者その他の関係者への質問、指定
医による入院患者の診察を行うものである。

○ 実地指導は「精神科病院に対する指導監督等の徹底について」（平成１０年３月３日
付け障第１１３号・健政発第２３２号・医薬発第１７６号・社援第４９１号各都道府県知事・
各指定都市市長宛厚生省大臣官房障害保健福祉部長・健康政策・医薬安全・社会・援各指定都市市長宛厚生省大臣官房障害保健福祉部長 健康政策 医薬安全 社会 援
護局長連合通知）、「精神科病院に対する指導監督等の徹底について」（平成１０年３月
３日障精第１６号各都道府県各指定都市精神保健主管部（局）長宛厚生省大臣官房障
害保健福祉部精神保健福祉課長通知）に基づき実施されている。害保健福祉部精神保健福祉課長通知）に基 き実施されて る。

（報告徴収等）
第三十八条の六 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、精神科病院の

病管理者に対し、当該精神科病院に入院中の者の症状若しくは処遇に関し、報告を求め、若しくは診
療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、当該職員若しくはその指定する指定医に、精
神科病院に立ち入り、これらの事項に関し、診療録その他の帳簿書類（その作成又は保存に代え
て電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む ）を検査させて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。）を検査させ、
若しくは当該精神科病院に入院中の者その他の関係者に質問させ、又はその指定する指定医に、
精神科病院に立ち入り、当該精神科病院に入院中の者を診察させることができる。

２、３ （略）
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○ 実地指導について（精神保健福祉法第３８条の６第１項）

（１） 実施時期

原則として１施設につき年１回行う。法律上適性を欠く等の疑いがある精神科病院につ
いては、数度にわたる実地指導を行う。いては、数度にわたる実地指導を行う。
（２） 方法

・ 原則として都道府県及び指定都市精神保健福祉担当部局職員及び保健所の精神保
健福祉担当職員とともに、精神保健指定医を同行させ実施することとし、病院間で指摘健福祉担 職員 、精神保健指定医を同行 実施す 、病院間 指摘
内容に格差が生じないよう、都道府県及び指定都市において実地指導要領等を作成し
て実施する。また、法律上極めて適性を欠く等の疑いのある精神科病院に対しては、国
が直接実地指導を実施することもあり得る。

・ 法律上適性を欠く等の疑いのある精神科病院に対しては、最長でも１週間から１０日間
の予告期間をもって行うこととするが、場合によっては予告期間なしに実施できる。

・ 実地指導の際、措置入院患者については、原則として各患者に対して診察を行う。ま
た、医療保護入院患者については、病状報告や医療監視の結果等を踏まえるとともに、
患者の入院期間、病名等に十分配慮して計画的、重点的に診察を行う。

・ 人権の保護に関する聞き取り調査については、病院職員に対するものだけでなく、入
院患者に対しても 入院患者に対しても適宜行う院患者に対しても、入院患者に対しても適宜行う。

・ 診療録を提出させ、内容を確認するとともに、定期病状報告と関係書類等の突合を
行い、未提出の書類等がないかについても確認する。

医療監視を実施する際に併せて実地指導を行うなど医療監視との連携を十分に図るこ・ 医療監視を実施する際に併せて実地指導を行うなど医療監視との連携を十分に図るこ
と。また、生活保護法による指導等の実地との連携も図る。
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○ 実地指導について（精神保健福祉法第３８条の６第１項）

（３） 実地指導後の措置について

・ 実地指導の結果、入院中の者の処遇等の状況について次に掲げる度合いに応じて、
法第３８条の７に基づき病院管理者等に対して必要な措置を講じる。

○ 著しく適当でないと認められる場合

措置を講ずべき事項及び期限を示して、適切な処遇等を確保するための改善計画書
の提出を求め、必要に応じ提出された改善計画書の変更を命じ、又は、その処遇の改
善のために必要な措置を採ることを命じ、その改善結果報告を書面により求めるととも
に そ 結果を検証するに、その結果を検証する。

また、命令に従わない時は、適宜、①精神障害者の入院に係る医療の提供の全部又
は一部を制限することを命じ又は②当該精神科病院の名称及び住所並びに改善命令等
を行 た年月日及びその内容等を公表する （ただし ①及び②の両方の措置を行うことを行った年月日及びその内容等を公表する。（ただし、①及び②の両方の措置を行うこと
を妨げない。）

さらに、法第１９条の８に規定する指定病院である場合には「指定の取消し」、精神保
健指定医に関して法第１９条の２第２項に該当すると思慮される場合には「その旨を厚生健指定医に関して法第１９条の２第２項に該当すると思慮される場合には「その旨を厚生
労働大臣あて速やかに通知」する等厳正なる措置をとる。

○ 適当でないと認められる場合

措置を講ずべき事項及び期限を示して その改善結果報告を書面により求めるととも措置を講ずべき事項及び期限を示して、その改善結果報告を書面により求めるととも
に、その結果を検証するものとする。

・ 実地指導で指摘事項が多いか重大な問題があるような精神科病院については、確認
のため再度実地指導を行う。 等のため再度実地指導を行う。 等

４月１日から翌年３月３１日までを一括して取りまとめ、同年４月末日までに厚生労働省
社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長あてに報告することとなっている。35

精神保健福祉法第34条に基づく移送制度について精神保健福祉法第34条に基づく移送制度について

経緯

○ 精神保健福祉法には、平成１１年改正まで医療保護入院等のための患者の移
送に関する特段の規定がなく、緊急に入院を必要とする状態にあるにもかかわら
ず患者本人が入院 必要性を理解 きな ため 結果的 入院が遅れ 自傷ず患者本人が入院の必要性を理解できないために、結果的に入院が遅れ、自傷
他害の事態に至る場合や、家族等の依頼を受けた民間警備会社が強制的に精
神障害者を移送する等患者の人権の観点から問題視される事例が発生してい
た。

○ このため、平成１１年改正により医療保護入院のための移送の規定が新設さ
れ、これに伴い、措置入院に付随して従来から行われていた移送についても規定
が新設されたが新設された。
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第34条に基づく移送

指定医の診察の結果、直ちに入院させなければその者の医療および保護を図るうえで著しく支障
がある精神障害者であって、任意入院が行われる状態ではないと判断された者について、保護者
の同意の有無に応じて医療保護入院または応急入院をさせるため、応急入院指定病院に移送す
ることができる制度ることができる制度。

実施までの流れ

※措置入院における移送についても、精神保健福祉法第29条
の2の2で規定されており、申請・通報等に基づき同様の手続
き（指定医診察は2名 保護者同意不要）で移送が行われる

保
都
道

に
よ 指

（
入 医

療
又
は

相
当

医
の

都
道

に
よ 応

実施までの流れ き（指定医診察は2名。保護者同意不要）で移送が行われる。

保
護
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等

道
府
県
・
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よ
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事
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調

指
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院
先
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療
保
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急
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当
と
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定

の
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断

道
府
県
・

よ
る
移
送

応
急
入
院等

に
よ
る

指
定
都
市

調
査 診

察

定
医
は
×
）

院院定 ・
指
定
都

送 院
指
定
病

条件

・直ちに入院させなければ医療及び保護を図
る上で著しく支障がある。

・家族等が説得の努力を尽くしても本人の理
解が得られない場合に限り緊急避難的に行う 行動制限を行う

相
談

都
市

病
院保

護
者
の

（
急
速
を
要

者
の
同
意
を

と
が
で
き
な

は
応
急
入
院解が得られない場合に限り緊急避難的に行う

ものであるため、事前調査を十分に行うこと。

（平成１２年３月２８日障第２０８号厚生省大
臣官房障害保健福祉部長通知）

行動制限を行う
場合がある

の
同
意

し
保
護

を
得
る
こ

な
い
場
合

院
）
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法第34条に基づく移送の実績

○ 平成21年度の１年間で法第34条に基づく移送を実施したのは65都道○ 平成21年度の１年間で法第34条に基づく移送を実施したのは65都道
府県・指定都市中26自治体（移送件数は146件※）。

○ 平成12年の施行時から平成21年度までの移送件数は1 611件※となっ○ 平成12年の施行時から平成21年度までの移送件数は1,611件※となっ
ている。

○ 実績が少ない理由としては、適用の判断の難しさ、指定医の確保等

の実施体制の確保の難しさ等が考えられる。

○ 精神科救急医療体制整備事業において移送経費を補助対象として

いる。（補助率１／２）

※衛生行政報告例より
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２ 諸外国の入院医療制度

39

海外における入院医療に関して

厚生労働科学研究厚 労働科学研究

精神障害者への対応への国際比較に関する研究

主任研究者 中根 允文主任研究者 中根 允文

（研究分担者 伊藤弘人）
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調査方法調査方法
1. 発表された多国間比較の調査研究

– Saize HJ, et al. Br J Psychiatry 184: 163‐168, 2004

– Dressing H, et al. Social Psychiatry Psychiatr Epidemiol 39: 797‐803, 2004

– Kallert TW, et al. J Forensic Mental Health 6: 197‐207, 2007

2. 当該国に詳しい研究者へ協力依頼該国 詳 研究者 協 依頼
– 英国：西田淳志研究員（東京都精神医学総合研究所）

（協力：ロンドン大学精神医学研究所 安藤俊太郎先生）

– イタリア：水野雅文教授（東邦大学）イタリア：水野雅文教授（東邦大学）

– オランダ：鈴木友理子室長（国立精神・神経医療研究センター）

– フランス：杉浦寛奈医師（横浜市立大学精神医学教室）

（協力：Dr Pierre Bastin Mental health advisor Médecins Sans Frontières）（協力：Dr. Pierre Bastin, Mental health advisor, Médecins Sans Frontières）

– フィンランド：野田寿恵室長（国立精神・神経医療研究センター）

– 韓国：竹島正部長・趙香花研究員（国立精神・神経医療研究センター）および藤本
美智子医師（National Institutes of Health）美智子医師（National Institutes of Health）

– オーストラリア（ビクトリア州）：竹島正部長

3. 資料作成方針
既存調査研究をベ スに詳細調査国の情報を追加– 既存調査研究をベースに詳細調査国の情報を追加
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非任意入院に関する法律
名称 備考（種類・要件等）

英国
（イングランド）

Mental Health Act
(1) 評価入院, (2) 治療のための入院, (3) 緊急評価のための入院, （4） 入院
中患者の非同意入院

フィンランド
Mental Health Act 
(Mielenterveyslaki)

【要件：全要件が必要】 (1) 精神疾患の存在, (2) 治療をしなければ重症化す
ることないし本人ないし他者への安全が守れないこと, (3) 他の治療では不十
分であること

フランス Loi du 27 juin 1990
(1) Hospitalisation d’office, (2) Hospitalisation d’office si danger imminent, (3) 
Hospitalisation a la demande d’un tiers, (4) Hospitalisation d’extreme urgence

Legge 180（法180号
【要件：次の場合市長同意文書発行】 (1) 精神神疾患の存在, (2)  治療必要

イタリア
Legge 180（法180号

）：1978年
性 (3)  患者が治療を拒否, (4)  強制入院以外の選択肢がない, (5) 公的施設
勤務する別の医師の判断も同様

オランダ
Psychiatric Hospitals 

(Compulsory
【要件】 (1) 精神疾患の存在, (2)  精神疾患のために本人自身に危険, (3) 入
院 外 避 きな と

オランダ (Compulsory 
Admissions) Act

院以外では回避できないこと

韓国 精神保健法

(1) 保護義務者による入院（精神科専門医の診断、保護義務者2人の同意で
精神医療機関の長は6ヶ月間入院させることが出来る）, (2) 市・道知事による
入院（精神科専門医または精神保健専門要員の申請により 週間入院させる韓国 精神保健法 入院（精神科専門医または精神保健専門要員の申請により2週間入院させる
ことが出来る）, (3) 応急入院（医師および警察官の依頼により、精神医療機
関の長は７２時間を限って入院させることができる）

Mental Health Bill 【要件】 (1) 対象者が精神疾患に罹患している, (2) 治療により、病状悪化防止
オーストラリア

（ビクトリア州）

Mental Health Bill 
2010 (Exposure 

Draft)

または軽減が期待できる, (3) 精神病ゆえに対象者に治療についての正常な
判断能力が失われている, (4) もし拘束しなければ深刻な自傷他害または状
況悪化の恐れがある, (5) 他のより緩い手段では代替できない
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保護者制度
保護者制度 保護者（提案者・請求者）順位 権利・義務

英国
あり注1

提案者：1. 配偶者/パートナー、2. 息子/娘、3. 父/母、
姉 祖 孫 叔 叔 甥 姪

非任意入院の申し込み、患者の入院の通
知、入院検討時に相談（意見を求められ
る） 入院申し込みへの反対 患者が退院

（イングランド）
あり

4. 兄/姉、5. 祖父母、6. 孫、7. 叔父/叔母、8. 甥/姪
る）、入院申し込みへの反対、患者が退院
時の通知、退院後ケアやサービス計画策
定に関与

フィンランド なし ― ―

入院要望者に関する規定なし（四親等までの親族と
フランス あり

入院要望者に関する規定なし（四親等までの親族と
希望者に保護者資格があるが、入院前に本人を知っ
ている必要がある）注2

規定なし

イタリア なし ― ―

オランダ
あり

（民法）

請求者：後見人、配偶者・パートナー（拒絶しない場
合）、親、子供、兄弟

善管注意義務

（サービス提供者の保護者らへの責務。
退院後の引き取り義務の記載はない）

（１）扶養義務者：直系血族およびその配偶者間の協

韓国 あり

扶養義務者 直系 そ 者 協
定により、協定がない場合は当事者の申請により裁
判所が決定。その他の生計を共にする親族者

（２）後見人：最近親族の年長者、前項に関わらず養
父母が存在する場合は、養父母、養家血族を先順位
にする

適切な治療を受けさせる義務、自傷他害
行為が起こらないよう監護する義務、財産
上の利益などの権利擁護

にする。

オーストラリア

（ビクトリア州）

あり

（Mental Health 
Bill 2010: 

患者が保護者を指定（指定の時点でその効果の正
常な判断が可能な場合）。保護者は18歳以上で、責

務を担う能力と時間的余裕があり、引き受けるのが
嫌でない者でなければならない

患者の個人情報の提供を受け、治療等の
方針・計画等について協議し、患者の権
利を擁護

Exposure Draft)
嫌でない者でなければならない 利を擁護

注1家族からの提案がなくとも、他の要請があればソーシャルワーカーが中心となって手続きが進められる。
注2担当ソーシャルワーカー、入院施設以外の医師である担当医を含む（保護者からの入院要望は必須） 43

入院の類型ごとの特徴

英国（イングランド）

入院の類型ごとの特徴

型 名称 概要 目的 対象者（全てを満たす） 権限の主体名称 概要 目 対象者（ を満 す） 権限 体

1 評価のための入院 最長28日間 評価

・精神障害に罹患しており、評価のため
の入院が必要。

・自身の健康または安全、もしくは他者
の保護のために入院が必要

2名の医師

（うち1名は国家承

認を受けた精神科
医）の保護のために入院が必要。 医）

治療のための入院
最長6ヶ月間

（最初6ヶ月間延 治療

・精神障害に罹患しており、治療のため
の入院が適切。

・適切な治療が存在する

2名の医師

（うち1名は国家承2
治療のための入院 （最初6ヶ月間延

長、以後1年間
の延長）

治療
適切な治療が存在する。

・自身の健康または安全、もしくは他者
の保護のために、入院環境下でないと
受けられない治療が必要である、

（うち1名は国家承

認を受けた精神科
医）

3 緊急評価のための
入院

最長72時間 緊急

・評価のための緊急入院が必要

・2人目の医師を待つことが「望ましくな
い遅れ」をもたらす

1名の医師

名 師

4 既に入院している
患者の非任意入院

最長72時間 緊急
・（型1や2による）評価や治療のための
入院がなされるべき

1名の医師

または

国家承認を受けた
精神保健従事者精神保健従事者

東京都精神医学総合研究所 西田淳志研究員資料
協力：ロンドン大学精神医学研究所 安藤俊太郎先生44



非自発的入院の判断や同意を行う者と手続き

英国（イングランド）

非自発的入院の判断や同意を行う者と手続き

型 名称 判断者 提案者 決定者 手続き

1 評価のための
入院

2名の医師

（うち1名は国家承

認を受けた精神科
医）

・地域で承認された精神保健従事者

・直近の親族

（判断者
と同じ）

判断者と提案者が
病院に書類を送る

医）

2 治療のための
入院

2名の医師

（うち1名は国家承

認を受けた精神科

・地域で承認された精神保健従事者
（直近の親族が反対しない場合）

・直近の親族

（判断者
と同じ）

判断者と提案者が
病院に書類を送る

入院 認を受けた精神科
医）

直近の親族

・州裁判所（強制退去）

3 緊急評価のた
め 入院

1名の医師
・地域で承認された精神保健従事者

（判断者
と同じ）

判断者と提案者が
病院に書類を送る3

めの入院
1名の医師

・直近の親族
と同じ） 病院に書類を送る

既に入院してい
患

1名の医師

または
該当な

（判断者
と同じ） 判断者が病院に書4 る患者の非任

意入院

または

国家承認を受けた
精神保健従事者

該当なし と同じ） 判断者が病院に書
類を送る

東京都精神医学総合研究所 西田淳志研究員資料
協力：ロンドン大学精神医学研究所 安藤俊太郎先生45

英国（イングランド）

AMHPが起点となる非任意入院手続きの概略

任
意

親族

AMHPが起点となる非任意入院手続きの概略

国家承認を受けた
精神科医

家族（直近の親族）からの直接的な非任意入院の申請（提案）は極めて稀

意
入
院
が
困

危機解決訪
問治療チーム

国家承認を受けた
精神保健従事者

(AMHP)

精神科医

精神科医

困
難
な
状
況

(CRHT)

ケアコーディネーター
(CMHT) (EI) (AO) 

AMHPを介しての非任意入院の
申請（提案）が主

の
患
者

かかりつけ医
(GP)

非任意入院手続きにおけるAMHPの役割と権限

・家族を含む関係者からの聞き取り、情報収集
・非任意入院手続きに必要な2名の精神科医の手配
・AMHPと2名の精神科医が合同で患者をアセスメントする機会

ド 定警察 等 （シェアードアセスメント）の設定
・AMHPと2名の精神科医の合計3名による非任意入院の可否の
判断（AMHPが反対した場合、非任意入院手続きが中断する）

・必要に応じて、非任意入院を依頼する医療機関、および救急
車、移送等の手配

AMHP (Approved Mental Health Practitioner)：非任意入院手続きに関

与するための国家承認を受けた精神保健従事者。一定期間以上の臨
床経験を持ち 半年 渡る専門 修を受講 国家認定を受けた者床経験を持ち、半年に渡る専門研修を受講し、国家認定を受けた者。
多くは、ソーシャルワーカーであるが、近年の法改正で、認定職種を拡
大している。

ケアコーディネーター：以下のチームに所属し、ケアプログラムアプロー
チ(CPA)により、患者のケアを請け負っている精神保健従事者。
CMHT(C it M t l H lth T ) 地域精神保健チ ム

非任意入院手続きにおける親族の「同意」、「反対」の位置付け

・家族の「同意」は、手続き上の必要条件とならない
CMHT(Community Mental Health Team):地域精神保健チーム
EI(Early Intervention team) :早期介入チーム
AO(Assertive Outreach Team):積極的訪問治療チーム

・家族が「反対」した場合でも、AMHPおよび2名の精神科医の判

断で入院手続きが進められる。入院後に、反対する家族が異議
の申し立てを行うための司法手続きが用意されている。
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入院の類型ごとの特徴

フィンランド

入院の類型ごとの特徴
名称 概要 目的 対象者 権限の主体

段階1： (地域医療を担当する）医師
(主として精神保健センター) による
観察のための入院の指示

階 精神 病院 観察を担
・ 精神疾患である 段階1：地域の医師

Involuntary
treatment

(非任意治療)

段階2： 精神科病院で観察を担当

する医師による観察結果の記述．
もし不適であれば直ちに退院

段階3： 前者で適応という判断であ

れば 精神科を専門とする主任医

記述なし

精神疾患である

・ 治療をしなければ重症化

する，ないし本人ないし他
者への害の危険がある

・ 他の方法では不十分

段階1：地域の医師

段階2：精神科病院での
担当医師

段階3：精神科を専門と
する主任医師

れば，精神科を専門とする主任医
師による非同意入院の決定

非自発的入院の判断や同意を行う者と手続き

名称 非任意入院の判断者 同意者 決定者 手続き

非任意治療
精神科を専門とする主任医師が最終
の判断を行う

なし 主任精神科医

国立精神・神経医療研究センター 野田寿恵室長資料

非任意治療
の判断を行う

なし 主任精神科医
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非任意入院のプロセス

フィンランド

非任意入院のプロセス

かかりつけ医による判断

保健センター 急性期病棟

M1

M2

かかりつけ医による判断

精神科医による判断

上級精神科医による判断観察のための紹介

M３

観察のための入院

3日以内 4日以内

観察のための入院

非任意入院は最長3ヶ月まで．非任意入院は最長 ヶ月まで
3ヶ月を超える場合はsenior psychiatristによる書面（M3）によって県に報告しなけれ
ばならない．
6ヶ月を超える場合は，上図のM1，M2，M3を経なければならない．
同意入院患者の退院制限があった場合，4日以内にM3を行わなければならない．

国立精神・神経医療研究センター 野田寿恵室長資料 48



入院の類型ごとの特徴
フランス

入院の類型ごとの特徴

型 名称 概要 目的 対象者 権限主体

1 Hospitalisation 危険状態（警察等が作成）および精神
公衆の安全Hospitalisation

d’office

（Article L.3213-1）

危険状態（警察等が作成）および精神
疾患の既往歴
退院：司法判断および精神科医の助言

公衆の安全
および個人
の安全を守
る

自傷他害の恐れの
ある者

行政官

(Prefet)

2 Hospitalisation 危険状態（警察等が作成）および精神 公衆の安全2 Hospitalisation
d’office si danger 
imminent 

（Article L.3213-2）

危険状態（警察等が作成）および精神
疾患の既往歴
退院：司法判断および精神科医の助言
期間：48時間

公衆の安全
および個人
の安全を守
る

自傷他害の恐れの
ある者

行政官

(Prefet)

3

Hospitalisation a la 
demande d’un tiers

（ ）

（１）保護者からの入院要望書、（２）医
師による入院加療必要証明書、および
（３）その証明書に同意する別の医師に
よる同意書（すべて１５日以内に作成さ

迅速な加療

緊急の加療が必要
であり、生涯に渡る
医療的指導が必要
な者で同意能力が

精神科医

（Article L.3212-1）
よる同意書（す て１５日以内に作成さ
れたもの）
退院：精神科医１人の判断

な者で同意能力が
ない者

4
H it li ti

緊急の加療が必要
あり 生涯に渡るHospitalisation

d’extreme urgence

（Article L.3212-3）

（１）保護者からの入院要望書、および
（２）医師による入院加療必要証明書

退院：精神科医１人の判断

迅速な加療

であり、生涯に渡る
医療的指導が必要
な者で同意能力が
ない者

精神科医

杉浦寛奈医師（横浜市立大学精神医学教室）
作成協力：Dr. Pierre Bastin (Mental health advisor, Médecins Sans Frontières) 49

非自発的入院の判断や同意を行う者と手続き

フランス

非自発的入院の判断や同意を行う者と手続き

型 名称 申立者 同意者（提案者） 決定者 手続き型 名称 申立者 同意者（提案者） 決定者 手続き

1
Hospitalisation
d’office, 

行政官

(Prefet)
入院施設とは異なる施設所属
の医師１人

行政官 (Prefet) 入院後２４時間、１５日、１ヶ
月のタイミングで精神科医が
入院再評価入院再評価

2

Hospitalisation
d’office si
danger 
imminent

警察
入院施設とは異なる施設所属
の医師１人もしくは行政官
(Prefet)

行政官 (Prefet)
２４時間以内に医師が入院
継続を評価入院後２４時間、
１５日、１ヶ月のタイミングで
精神科医が入院再評価imminent 精神科医が入院再評価

3
Hospitalisation
a la demande
d’un tiers

保護者
入院施設とは異なる施設所属
の医師１人

入院施設所属の
医師１人

入院後２４時間、１５日、１ヶ
月のタイミングで精神科医が
入院再評価d un tiers 入院再評価

4
Hospitalisation
d’extreme 保護者

入院施設とは異なる施設所属
の医師１人
決定者

入院施設とは異
なる施設所属の
医師１人

２４時間以内に精神科医が
入院継続評価入院後２４時
間、１５日、１ヶ月のタイミンurgence 決定者 医師１人
間、１５日、１ヶ月のタイミン
グで精神科医が入院再評価

杉浦寛奈医師（横浜市立大学精神医学教室）
作成協力：Dr. Pierre Bastin (Mental health advisor, Médecins Sans Frontières) 50



イタリア

入院の類型ごとの特徴

名称 概要 目的 対象者 権限主体

本人の任
任意入院

本人の任
意による

治療 全精神障害者

非任意入院 下記 強制治療 同上 市長非任意入院 下記 強制治療 同上 市長

非任意入院の判断や同意を行う者と手続き非任意入院の判断や同意を行う者と手続き

名称 判断者 同意者 決定者 手続き名称 判断者 同意者 決定者 手続き

非任意入院
主治医＋別の公
立病院の医師

医師２名
のみ

市長
市長の発
行書類

東邦大学医学部 水野雅文教授資料

立病院の医師 のみ 行書類

51

入院の類型ごとの特徴
オランダ

名称 概要 目的 対象者 権限の主体

段階1： 配偶者、親、保護者の仮命令請
求 ・精神疾患が対象者自身

Interim order 
（仮命令）

段階2：治療に関与していなかった精神
科医による申告

段階3：検察官による仮命令請求

段階4：裁判所による対象者の審問、専
門家等の召喚 審理 決定

記述なし

にとっての危険に該当

・危険を精神科病院以外
の者又は施設の介入に
よって回避できない

裁判所（検察官の申立て）

門家等の召喚、審理、決定

Further 
detention 
d （収容

段階1：対象者が入院している精神科病
院の医長による申告書の添付

段階2：検察官による申立て（申告書に
治療計画を添付）

記述なし

・精神疾患の継続と、対
象者にとっての危険の持
続

裁判所（検察官の申立て）
order （収容
延長命令）

治療計画を添付）

段階3：病院の裁判所管轄区域の裁判
所が4週間以内に決定

記述なし
・当該危険を精神科病院
以外の者又は施設の介
入によって回避できない

裁判所（検察官の申立て）

対象者が危険に該当
・市長（権限の遂行の市会議
員 の委任が可能）

Provisional 
detention and 
provisional 
detention

対象者の条件を満たすものに対して、市
長（または委任者）は仮収容を命令する
ことができる。

記述なし

・対象者が危険に該当

・精神疾患が対象者の危
険の原因であると考える
十分な理由がある

・当該危険が差し迫って

員への委任が可能）

・市長（仮収容命令の執行を、
精神疾患を有する者のケアに
関する学識経験者の支援を受
けて政策業務の遂行の担当職detention 

extention
order (仮収容

及び仮収容延
長命令）

とができる。

対象者が精神科病院に入院した場合、
市長の指名を受けた者は、命令（仮収
容）の写しを手渡すものとする。

記述なし ・当該危険が差し迫って
いるため、仮命令の申立
を待つ時間がない

・当該危険を精神科病院
以外の者又は施設の介

けて政策業務の遂行の担当職
員に委任）

市長からの指名者は、自他に
危険のおそれのある物品を、
対象者から取り上げることがで
きる また対象者 着入によって回避できない きる。また対象者の着衣又は
身体を捜索する権限を有する。

国立精神・神経医療研究センター 鈴木友理子室長資料52



非任意入院の判断や同意を行う者と手続き
オランダ

非任意入院の判断や同意を行う者 手続き

名称 非任意入院の判断者 請求者 決定者 手続き

検察官Interim order 
（仮命令） 治療に関与していなかった精神科医による申告、裁判所

による対象者の審問、専門家等の召喚、審理
配偶者、親（一方、ま
たは両方）、保護者

裁判所
検察官から
請求を受け
て裁判所が
命令

Provisional 
detention and 
provisional

精神科医（できれば患者を治療していない精神科医）、
又は精神科医がいない場合は精神科医以外の医師（で
きれば患者を治療していない医師）が、証明できる申告
をするまでは、市長は仮収容を命令してはならない。

申告を行う医師が精神科医ではない場合は 可能であ

対象者が入院した場
合、市長は、仮収容
命令 対象者を入院

provisional 
detention 
extention
order (仮収容

及び仮収容延
長命令）

申告を行う医師が精神科医ではない場合は、可能であ
れば、事前に精神科医（対象者が精神科医による治療を
受けている場合は、できれば当該精神科医）に相談する
ものとし、申告を行う医師が当該患者の一般開業医では
ない場合は、可能であれば、事前に当該一般開業医に
相談するものとする 直前の文に定める相談が行われな

命令で対象者を入院
させた旨を、可能であ
れば、対象者の配偶
者、法定代理人及び
近親者に通知する

市長

長命令） 相談するものとする。直前の文に定める相談が行われな
かった場合には、申告を行う医師は、相談を行わなかっ
た理由を述べるものとする。

国立精神・神経医療研究センター 鈴木友理子室長資料53

参考：一定条件下で入院の強制力をもつ治療形態オランダ
入院の類型ごとの特徴
名称 概要 目的 対象者 権限の主体

Conditional 

段階1：治療に関与していない精神科医による申告

段階2：裁判所は、主治医が対象者と協議のうえ作成した治
療計画を審査

・対象者の精神疾患が危険
の原因である

・精神科病院（精神障害者 裁判所（検察官
order （条件
付き命令）

療計画を審査

段階3：検察官による条件付き命令申立て

段階4：裁判所による治療計画書の審査、条件つき命令の決
定

記述なし
精神科病院（精神障害者

施設又は高齢者介護施設
ではないもの。）以外で、一
定の条件下で十分に管理
できるものであること。

裁判所（検察官
からの請求）

定義 対象者を精神科病院に入院させ留置することを義務づ 対象者が精神疾患に罹患
Observation 
order （観察
命令）

定義：対象者を精神科病院に入院させ留置することを義務づ
ける命令（検察官からの請求）

条件：裁判所が、対象者が精神疾患のため対象者自身に
とって危険であると疑う十分な根拠が存在すると判断した場
合

記述なし

・対象者が精神疾患に罹患
していること

・かかる疾患のため、対象
者が対象者自身にとって危
険であること。

裁判所（検察官
から請求）

名称 治療の判断者 同意者 決定者 手続き

非任意入院の判断や同意を行う者と手続き

有効期間：６ヶ月（１年ごとの更新）

治療計画には、命令条件を対象者が遵守しなかった
場合（又は条件の遵守状況からみて精神科病院外で
は危険を十分に管理することができなくなった場合）
に対象者を入院させる精神科病院の名称を記載する

対象者本人

権利概要書は速やかに本
人に交付

対象者の地位の口頭によ
裁判所（検察
官からの請

対象者又は治療提
供者は、命令の条
件の変更又は別の
治療提供者の任命
を裁判所に申し立てConditional 

order （条件付
き命令）

に対象者を入院させる精神科病院の名称を記載する

上記場合（または入院を要求した場合）には、精神科
病院の医長は、当該病院に本人を入院させるものと
する。

入院は、事前に対象者にみずからの意見を述べる機
会を与えるま は治療 関与 な 精神科

対象者の地位の口頭によ
る説明

治療提供者は、対象者の
同意を得て、治療計画を
変更することができる（修
正治療計画を、裁判所及

官からの請
求）

を裁判所に申し立て
ることを検察官に書
面で請求することが
できる。

医長が入院決定し
た時からは 条件付

国立精神・神経医療研究センター 鈴木友理子室長資料

会を与えるまで、又は治療に関与していない精神科
医が評価して対象者の入院を承認する旨の申告書を
治療提供者に提出するまでは、開始してはならない。

正治療計画を、裁判所及
び当該裁判所に係る検察
官に、直ちに送付する）

た時からは、条件付
き命令を仮命令とし
て取り扱う。
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韓国の精神科入院制度
韓国

韓国の精神科入院制度
• 任意入院（自意入院）

• 非任意入院（括弧内は、判定者・実施者・その他条件）

①保護義務者による入院（精神科専門医の診察、保護義務者の同意、精神医療機関の
長による入院、6ヶ月以内）長による入院、6ヶ月以内）

②市・道知事による入院（精神科専門医または精神保健専門要員が診断および保護を申
請、2週間以内）

③応急入院（医師および警察官の同意により入院を依頼、精神医療機関の長が７２時間
にお 入院させる とが きる 警察官は精神医療機関ま 護送）において入院させることができる。警察官は精神医療機関まで護送）

• 仮退院：①、②の場合、２人以上の精神科専門医により仮退院が可能。市・道知
事は①では６ヶ月 ②では３ヶ月退院後の経過観察が可能 いずれも２名の専門事は①では６ヶ月、②では３ヶ月退院後の経過観察が可能。いずれも２名の専門
医により3カ月間の再入院が可能。これらは大統領令で定める。

• 通院措置：精神医療機関の長は、保護義務者の同意を得て、一年以内の通院命通院措置 精神医療機関の長は、保護義務者の同意を得て、 年以内の通院命
令を市・道知事に請求することができる。

• 根拠法：精神保健法

出典：藤本美智子医師資料（National Institutes of Health）
加筆：趙香花研究員（国立精神・神経医療研究センター） 55

非同意入院制度に関する法律
オーストラリア（ビクトリア州）

非同意入院制度に関する法律
• 法律の名称：

– Mental Health Bill 2010 (Exposure Draft)

• 非同意入院に係る法律構成（条項の抜粋）：
– Part 5 Compulsory patients 

• 入院治療命令に関する条文の抜粋：入院治療命令 関する条文 抜粋
– clause 70 Criteria for Inpatient Treatment Orders

入院治療命令に必要な基準は以下の通りである。

• 対象者が精神疾患に罹患している

治療により 病状悪化防止または軽減が期待できる• 治療により、病状悪化防止または軽減が期待できる

• 精神病ゆえに対象者に治療についての正常な判断能力が失われている

• もし拘束しなければ深刻な自傷他害または状況悪化の恐れがある

• 他のより緩い手段では代替できない

これらの項目の目的は以下の通りである。

• 強制的命令には精神疾患の診断が必要であることの明瞭化

• 精神病患者が判断能力を有するとの推定の維持

• 強制的な命令による影響やリスクの特定強制的な命令による影響やリスクの特定

• 他のより緩い代替手段の検討

• 拘束・強制治療が有する侵害的な性格の認識

• 強制治療は様々な要件を満たした強制的な命令の下でのみ行われることの確保

入院治療命令の有効期限は最大28日である 命令は 条件が満たされなくなれば 直ちに解消さ入院治療命令の有効期限は最大28日である。命令は、条件が満たされなくなれば、直ちに解消さ
れなければならない。

国立精神・神経医療研究センター 竹島正部長資料56



入院治療命令の特徴
オーストラリア（ビクトリア州）

入院治療命令の特徴
名称 概要 対象者と目的 権限主体

Inpatient 1. 拘束・強制治療には精神疾患の診断が必要。 以下の全条件を満 •評価命令：医療Inpatient 
Treatment 
Order

1. 拘束 強制治療には精神疾患の診断が必要。
診断が直ちに得られない場合、評価命令が
必要

2. 評価命令が出されれば対象者を認可された
精神保健施設に移送 そこで認定された精神

以下の全条件を満
たす者への治療を
確保するのが目的

•精神疾患に罹患し
ている

評価命令：医療
または精神保健
の、登録された
専門家

入院治療命令精神保健施設に移送。そこで認定された精神
科医が入院治療命令、コミュニティ治療命令、
評価命令取消のいずれかを選択

3. 強制治療命令の期限切の15日前までに、認

ている

•治療により、病状
悪化の防止または
軽減が期待できる

•入院治療命令、
コミュニティ治療
命令、評価命令
取消：認可され

定された精神科医は強制治療の是非を判断
し、続ける場合は治療延長審査部に諮る

4. 連続3ヶ月間強制治療する場合、セカンドオピ

ニオンの精神科医による委員会での検討が

•精神病ゆえに治
療についての正常
な判断能力が失わ
れている

た精神保健施設
の認定された精
神科医

•セカンドオピニニオンの精神科医による委員会での検討が
必要

5. 中立なレビュー職員が、手順順守の確認や
法的な助言のため、対象者に定期的に面会

れている

•もし拘束しなけれ
ば深刻な自傷他害
行為または状況悪

セカンドオピニ
オンの精神科医
による委員会、
およびレビュー
職員は Minister

6. 正常な判断力を有する時期に残した事前の
要望があれば、可能なかぎり配慮される。や
むを得ず事前要望と異なる処置を施す場合
は 患者 保護人 メンタルヘルスコミッショ

化の恐れがある

•他のより穏当な手
段では代替できな
い

職員は、Minister 
の推薦により
Governor in 
Council が指名

は、患者、保護人、メンタルヘルスコミッショ
ナーに書面で理由を示す

い

国立精神・神経医療研究センター 竹島正部長資料57

ヨーロッパ諸国の非任意入院（その１）*
年 患者割合 万人対 評価者 基準 決定者 通院措置年 患者割合 100万人対 評価者 基準** 決定者 通院措置

Austria 1999 18% 175人 精神科医 危険 非医療

Belgium 1998 5.8% 47人 医師 危険 非医療 ありBelgium 5.8% 47人 医師 険 非医療 あり

Denmark 2000 4.6% 34人 医師 危険／治療 医療

Finland 2000 21.6% 218人 医師 危険／治療 医療

France 1999 12.5% 11人 医師 危険（注） 非医療（注）

Germany 2000 17.7% 175人 医師 危険 非医療

Greece Na Na Na 精神科医 危険／治療 非医療Greece Na Na 精神科医 危険／治療 非医療

Ireland 1999 10.9% 74人 精神科医 危険／治療 医療

Italy Na 12.1% Na 医師 治療 非医療（市長）

Luxembourg 2000 Na 93人 医師 危険 医療 あり

Netherlands 1999 13.2% 44人 精神科医 危険 非医療

Portugal 2000 3.2% 6人 精神科医 危険／治療 非医療 ありg あり

Spain Na Na Na 精神科医 治療 非医療

Sweden 1998 30% 114人 医師 治療 医療 あり

UK 1999 13 % 人 精神科医 危険／治療 社会福祉士その他のｺﾒﾃﾞｨｶﾙUK 1999 13.5% 48人 精神科医 危険／治療 社会福祉士その他のｺﾒﾃ ｨｶﾙ

*Salize HJ, Dressing H. Br J Psychiatry 184:163‐168, 2004.および
Dressing H, Salize HJ. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 39: 797‐803, 2004.

**治療：治療必要性 危険：本人・他者への害の危険
注：他に保護者からの要望により精神科医による

非任意入院制度が存在する。 58



ヨーロッパ諸国の非任意入院（その２）*
診断から入院ま 期間 応急入院時間 入院期間診断から入院までの期間 応急入院時間 入院期間

Austria 4days 48hours 3months

Belgium 15days 10days 40days, 2yearsBelgium 15days 10days 40days, 2years

Denmark 24hours (7days) Na Na

Finland 3days Na 9months

France 24hours 48hours Na

Germany 24hours‐14days 24hours (3days) 6weeks, 1 (場合によっては2) years

Greece 10days 48hours 6monthsGreece 10days 48hours 6months

Ireland 24hours Na 21days

Italy 2days 48hours 7days

Luxembourg 3days 24hours 14days

Netherlands 5days 24hours 3weeks, 6‐12months

Portugal 12days 48hours Nag y

Spain Na 24hours Na

Sweden 4days 24hours 4weeks

UK 14d 2h d （評価） h （治療）UK 14days 72hours 28days（評価）, 6months（治療）

*Salize HJ, Dressing H. Br J Psychiatry 184:163‐168, 2004.および
Dressing H, Salize HJ. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 39: 797‐803, 2004. 59

ヨーロッパ諸国の非任意入院（緊急）*
Proposal 決定者 入院措置期間 監督官庁

Bulgaria 親族・医師 Head of Health Service 24（最長72）時間 裁判所

Czeck 両親または親族・後 医師 24時間 裁判所Czeck
Rupublic

両親または親族・後
見人

医師 24時間 裁判所

Germany Administrative 
authority

Administrative authority/ Police/ 
Judicial/ Psychiatric hospital

翌日10時まで

（1州は72時間）

翌日10時以降は裁判所

authority

Greece 親族または後見人 弁護士（公的）** 48時間 裁判所

Israel 精神医学的評価 病院管理者*** 48時間 地方精神科委員会・裁判所

Italy 医師 医師2名 48時間 地方自治体の長(48時間以
上は裁判所)

Lithuania 精神科医 精神科医 48時間 裁判所

Poland 医師（精神科医） 精神科医 48時間 裁判所（その後は後見人裁
判所の判断）

Slovak 
Republic

両親または親族・後
見人

医師 24時間 裁判所
Republic 見人

Spain 誰でも可 精神科医 24時間 裁判所

Sweden 医師 精神科医 4週間 裁判所

UK 親族＋認定SW 医師＋SW 72時間 精神保健法委員会

* Kallert TW, et al. International Journal of Forensic Mental Health 6: 197‐207, 2007.

**公的な弁護士、検察官など ***地域の精神科医への紹介が必要 60



ヨーロッパ諸国の非任意入院（通常）*
P l 決定者 最長期間（当初）Proposal 決定者 最長期間（当初）

Bulgaria 後見人・親族・医師 裁判所 34日（評価）、3カ月（入院）

Czeck Rupublic 医師 裁判所 3か月までp 裁判所 月ま

Germany
Administrative authority・後

見人
裁判所 6週間（後見人法では12カ月）

Greece 公的な弁護士の下での親
裁判所 6か月（初期評価は24時間）Greece な弁護 親

族の申請
裁判所 6か月（初期評価は24時間）

Israel 地域の精神科医
地域の精神科医・地域

精神科委員会
7日で14日まで延長（最大3カ月）

Italy サービス担当精神科医 地方自治体の長 7日

Lithuania 精神科医 裁判所 1週間

P l d 親族または後見人 裁判所
10日（評価、最長6週間まで）、3

Poland 親族または後見人 裁判所
（評価、最長 週間ま ）、

カ月（入院）

Slovak Republic 精神科医 裁判所 3か月

両親または親族 後見人・ 期間の定義なし 6カ月ごとに裁
Spain 両親または親族、後見人・

公的な弁護士
裁判所

期間の定義なし。6カ月ごとに裁
判官へ報告

Sweden 精神科医・医療医施設の管
理医師

裁判所 3か月

UK 親族＋認定SW
医師2名（1名は精神

科医）＋SW
28日（評価）、6カ月（入院）

* Kallert TW, et al. International Journal of Forensic Mental Health 6: 197‐207, 2007. 61

まとめ（法律上で明らかになったこと）まとめ（法律上で明らかになったこと）

• 次の非任意入院制度を有する国が複数存在

親族等 申 立 よる非任意 院制度– 親族等の申し立てによる非任意入院制度

– 医師の判断による非任意入院制度医師の判断による非任意入院制度

注：本報告は「家族の意思が非任意入院プロセスに関係するか」という観点からの分注：本報告は 家族の意思が非任意入院プロセスに関係するか」という観点からの分

析で、わが国における「保護者制度」と同等の制度の存否に関する分析ではない。
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３ 治療へアクセスする権利の
保障関係保障関係

63

精神障害者アウトリーチ推進事業（概要）

○ 厚生労働省では、平成２３年度から新たに、「精神障害者アウトリーチ推進事業」を開始。
※予算額７億円。実施主体：都道府県で、病院等に委託可。全国２５か所で実施予定。
※国10/10のモデル事業であり 将来の 般制度化を目指している※国10/10のモデル事業であり、将来の一般制度化を目指している。

○ 未治療の人や治療中断している人などに対し、病院等の専門職がチームを組んで、訪問支援（ア
ウトリーチ）を行うことにより、本人及びその家族に対して支援を行う。

○ 診療報酬による支援や障害福祉サービスへとつなげ、在宅生活の継続や病状の安定を図る。

アウトリーチチーム

訪問支援

看護師作業療法士ピアサポーター
（当事者）

家族等から
の相談

訪問支援

精神科医

・保健所 市町村

（地域の関係機関）

【対象者】
①受療中断者 ②未受診者 ③ひきこもり状態の者
④長期入院の後退院し、病状が不安定な者

※当分の間は主診断名が統合失調症圏、重度の
対象者

紹介

受付・受理

・保健所、市町村
・医療機関
・障害福祉サービス事業所
・介護保険事業所
・教育機関

※当分の間は主診断名が統合失調症圏、重度の
気分障害圏、認知症による周辺症状がある者

（疑含み）を主たる対象とする

情報交換等
による連携

の紹介

臨床心理技術者 ・教育機関
・地域自立支援協議会等

による連携

相談支援専門員 精神保健福祉士

臨床心理技術者
（臨床心理士等）
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アウトリーチ支援実現に向けた考え方

平成22年6月17日第４回新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム 資料

【基本的な考え方】
① 「地域で生活する」ことを前提とした支援体系とする。
② アウトリ チ支援で支えることができる当事者や家族の抱える様々な課題に対する② アウトリーチ支援で支えることができる当事者や家族の抱える様々な課題に対する

解決を、「入院」という形に頼らない。
③ 当事者・家族の医療に対する信頼を築くためには、最初の医療との関わりが極め

て重要であり 医療面だけではなく 生活面も含め 自尊心を大切にする関わり方を

【具体的な方向性】

て重要であり、医療面だけではなく、生活面も含め、自尊心を大切にする関わり方を
基本とする。

【具体的な方向性】
① 当事者の状態に応じた医療面の支援に加え、早期支援や家族全体の支援などの

生活面の支援が可能となる多職種チームであることが必要。
（→医師 看護師に加え 生活面の支援を行うスタッフを含めた体制作り）（→医師、看護師に加え、生活面の支援を行うスタッフを含めた体制作り）

② 財政面、地域における人材面の制約も考えると、できる限り現存する人的資源を活
用するとともに、地域支援を行う人材として養成することが必要。

③ 入院医療から地域精神保健医療へ職員体制等を転換する観点から アウトリーチ③ 入院医療から地域精神保健医療へ職員体制等を転換する観点から、アウトリ チ
支援の実施を、医療機関が併せて病床削減に取り組むインセンティブとすることが望
ましい。

④ 地域移行、地域定着を進める観点から、「住まい」の整備を併せて行うことが必要。④ 地域移行、地域定着を進める観点から、 住まい」の整備を併せて行うことが必要。
⑤ 各障害に共通した相談支援体制との関係を明確に整理し、障害福祉サービスや就

労支援に向けた取組も円滑に利用できるようにすることが必要。
65

課題の解決を入院という形に頼らない

これまで、退院促進事業を行ってきたが、退院後いかに再入院を防ぎ、地域に定着するか、ま
た、入院していない者であっても、いかに入院につながらないようにするかが課題となっている。

地域生活地域生活 精神科病院等 退院・
新たな入院

を増やさない地域生活

・支援の遅れによる重症化。

地域生活における支援体制が不十

精神科病院等
地域生活への移行

を増やさない

再入院を防ぐ・地域生活における支援体制が不十
分なため、重症者の場合は強制的な

入院によらざるを得ない。

再入院を防ぐ

する。

精神障害者アウトリーチ推進事業

未治療の者や治療中断している者等（治療契約等が交わされていない者）に対し、専門職が
チームを組んで、必要に応じて訪問支援を行う「アウトリーチ」により、保健・医療・福祉
サービスを包括的に提供し、丁寧な支援を実施することにより、在宅生活の継続を可能にする。

※いわゆるＡＣＴ（Ａｓｓｅｒｔｉｖｅ ＣｏｍｍｎｕｎｉｔｙＴｒｅａｔｍｅｎｔ）とは、本来なら入院が必要となるような重症者を対象に、原則的には利用者と
治療契約等が交わされ、医師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士等の多職種による訪問形態であり、わが国においては診療報酬
等の対象サービスを活用して実践されている。
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【主な対象者】
①受療中断者 ②未受診者 ③ひきこもり状態の者

【特徴】

療や福祉サ ビ なが な 段階から

新たなアウトリーチ支援

①受療中断者 ②未受診者 ③ひきこもり状態の者
④長期入院の後退院し、病状が不安定な者

※当分の間は主診断名が統合失調症圏、重度の気分障
害圏、認知症による周辺症状がある者（疑含み）を主たる対
象とする

・医療や福祉サービスにつながっていない段階から
のアウトリーチ（訪問）による支援を行う

・医療と日常生活の支援の両側面からの支援（協力
医の確保）

時間相談対応可能（対象者及びその家族 関係象とする

※精神科病院、精神科診療所の実施の場合は、自院以
外の患者も対応する

【具体的な支援内容】
時間（休日 夜間含） 対象者及び家族 迅速な訪問

・24時間相談対応可能（対象者及びその家族、関係
機関に限る）
・状況に応じ、地域の関係職員もチームに加え対応
・家族への支援等についても対応可能

病状悪化者 場合 も きるだけ入院させず在・24時間（休日、夜間含）、対象者及び家族へ迅速な訪問、
相談対応
・ケアマネジメントの技法を用いた多職種チームによる支援
・関係機関との連絡、調整及びケア会議の開催

・病状悪化者の場合でも、できるだけ入院させず在
宅支援を前提

（支援の流れ）→新たなアウトリーチ支援

日常生活の支援等 地域生活
の継続上記の①～④の状態の者

【特徴】

精神科病院の訪問看護 障害福祉サ ビ

【主な対象者】
・本人や家族から訪問等の了解が得られた者

在宅医療、外来診療等
の継続

従来のアウトリーチ支援

上記の①～④の状態の者

・精神科病院の訪問看護、障害福祉サービ
ス事業所等による単一職種による訪問

・病院、事業所等の開設時間のみの対応が
多い

精神科病院実施の場合 自院以外の患者

本人や家族から訪問等の了解が得られた者
・比較的状態が落ち着いている者
・医療や福祉サービスにつながってる者
・行政機関等から訪問依頼を受けた者

【具体的な支援内容】 ・精神科病院実施の場合、自院以外の患者
を対象としない

・病状悪化者の場合、入院を前提としたアプ
ローチになりがち

【具体的な支援内容】
・服薬支援
・障害福祉サービスの紹介等
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平成２３年度精神障害者アウトリーチ推進事業実施状況平成２３年度精神障害者アウトリーチ推進事業実施状況
（平成２４年１月２６日現在）

○実施又は内示済みの自治体 １５ヶ所

青森県、山形県、福島県、千葉県、三重県、滋賀県、京都府、
奈良県、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、高知県、長崎県
鹿児島県鹿児島県

※平成２４年度については、上記の自治体に加えて、１０ヶ所の自治体
が実施予定有と回答しているが実施予定有と回答している。



諸外国での継続通院処遇（概要）
国 根拠法 権限 条件・内容

遵守しない場合
の対応等

期間等
同意の有

無

カナダ* Brian’s Law 警察？
治療計画を遵守しない場合は警察が
入院させる

遵守しない
場合は入院

6月以内
本人の
同意有入院させる 場合は入院 同意有

オースト
ラリア**

Mental 
Health Act

不明
・登録精神科医（認定精神保健機関
勤務等）の評価
・精神保健レビュー委員会がチェック

不明 1年以内 不明

オランダ
Conditiona
l order

裁判所
命令条件を遵守しなかった場合の入
院精神科病院を明記

遵守しない
場合は入院

6月以内
本人の
同意有

国・公立の

韓国
精神保健

法
(第37条2)

市長・
郡守・
区庁長

保護義務者の同意および基礎精神
保健審議委員会による判定

国 公立の
医療機関で
再判定を受
けるよう命
ずる

1年以内
保護義
務者の
同意

ずる

フィンラ
ンド

Mental 
Health Act

不明
触法患者が退院した場合，その患者
を担当する地域精神科医療が監督

不明 6月以内 不明

イギリス

（イングラ
ンド）

Mental 
Health Act

医師と
認定精
神保健
専門職

1) 医学的治療が妥当な精神疾患
2) 医学的治療を受けることが必要
3)入院による医学的治療の提供可能
4) 入院権限の行使が可能

遵守しない
場合は入院

6か月毎
（1年後は1
年毎）

家族は
反対で
きない）

*** 5) 地域で適切な医学的治療が可能
きな

*オンタリオ州 **ヴィクトリア州 ***参考：スコットランドでは裁判所

国立精神・神経センター精神保健研究所
社会精神保健部 伊藤部長資料 69

英国（イングランド）の措置通院制度①英国（イングラン ） 措置通院制度①
• 2007年のMental Health Act 改正時に措置通院制度(Community 

Treatment Order：別称 Supervised Community Treatment)を導入別称 p y )を導入
(Section 17)

• イングランド＆ウェールズは医療モデルのCTO（一方、スコットランドは
司法 デ ）を導入（以 イ グ ド を概説）司法モデルのCTO）を導入（以下、イングランドのCTOを概説）

• イングランドにおけるCTO適応基準(Criteria)

1) 患者は医学的治療を受けることが妥当な精神疾患に罹患している1) 患者は医学的治療を受けることが妥当な精神疾患に罹患している

2) 患者の健康と安全、または、他者の保護のために、患者は医学的治
療を受けることが必要である療を受けることが必要である

3) 再入院の可能性の高い患者に対し、入院によって拘留することなし
に、医学的治療を提供することが（実際に）可能である

4) 患者を再び病院（入院）に戻すための権限を行使することが（実際
に）可能である（可能な環境的条件が整っている）

) 地域において適切な医学的治療が（実際に）利用可能である5) 地域において適切な医学的治療が（実際に）利用可能である

東京都精神医学総合研究所 西田淳志研究員資料 70



英国（イングランド）の措置通院制度②
• CTO適応を判断・決定する関係者

Responsible Clinician （担当医）：入院し、拘留されている患者がCTOの
対象となる基準を満た るか かを判断する また 対象と対象となる基準を満たしているか否かを判断する。また、CTOの対象と
なった患者の地域生活をモニタリングし、必要に応じて病院（入院）へ
患者を戻す(recall)ための権限を行使する。CTOの延長、中止、解除の( )
判断を必要に応じて行う。

Approved Mental Health Professional（認定精神保健専門職）：RC（担
当医）によって患者がCTO適応と判断された際 それが適切かどうか当医）によって患者がCTO適応と判断された際、それが適切かどうか
（権利擁護の観点を含め）を検討し、同意、もしくは非同意の判断を行
う。認定精神保健専門職が、RC(担当医）のCTO適応判断に同意しな
い場合 手続きは中断となる 認定精神保健専門職は ソ シャルい場合、手続きは中断となる。認定精神保健専門職は、ソーシャル
ワーカー、看護師などの専門職。

＊RC（担当医）がCTO適応と判断し、認定精神保健専門職がそれに同
意した場合、家族はCTOに反対する権限を持たない

• CTOの適応期間：6カ月間、最初の1年間は6カ月ごとに更新、1年後以
降は12ヵ月ごとの更新降は12ヵ月ごとの更新

東京都精神医学総合研究所 西田淳志研究員資料 71

オランダオランダ
• 名称：Conditional order （条件付き命令）
• 有効期間：６ヶ月（１年ごとの更新）
• 同意の対象者：本人
• 決定者：裁判所（検察官からの請求）• 決定者：裁判所（検察官からの請求）

• 治療計画には、命令条件を対象者が遵守しなかった場合（又は条
件の遵守状況からみて精神科病院外では危険を十分に管理する
ことができなくなった場合）に対象者を入院させる精神科病院の名ことができなくなった場合）に対象者を入院させる精神科病院の名
称を記載する

• 治療計画の変更：治療提供者は、対象者の同意を得て、治療計
画を変更することができる（修正治療計画を 裁判所及び当該裁画を変更することができる（修正治療計画を、裁判所及び当該裁
判所に係る検察官に、直ちに送付）

• 手続き：対象者又は治療提供者は、命令の条件の変更又は別の
治療提供者の任命を裁判所に申し立てることを検察官に書面で治療提供者の任命を裁判所に申し立てることを検察官に書面で
請求することができる。医長が入院決定した時からは、条件付き
命令を仮命令（Interim order: 入院命令のひとつ）として取り扱う

国立精神・神経医療研究センター 鈴木友理子室長資料 72



カナダカナダ

• 法律：オンタリオ州ではBrian’s Law法律：オンタリオ州ではBrian s Law

• Community Treatment Order (CTO)*

– CTOにより、本人等の同意により、個別化した治
療プランを策定する

– 遵守しない場合は、警察が精神医学的評価のた
めに入院させる

– 計画は6月以内でいつでも解除・更新できる

本人等は内容について申し立てができる– 本人等は内容について申し立てができる

Hunt AM, et al. Can J Psychiatry 52: 647‐356, 2007.

*2 people per 100,000 (BMJ 2005; doi:10.1136/bmj.331.7518.655‐a )
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オーストラリア（ビクトリア州）
非入院治療命令（community treatment order）

• Mental Health Act 1986 (Amendments: 2010)• Mental Health Act 1986 (Amendments: 2010)

• 概要

書面による要請および登録医による書面の勧告– 書面による要請および登録医による書面の勧告

– 登録精神科医（認定精神保健機関勤務等）の評価

強制治療命令（i l t t t t d ）もしくは非入院– 強制治療命令（involuntary treatment order）もしくは非入院
治療命令(community treatment order）の決定

• 非入院治療命令(community treatment order）• 非入院治療命令(community treatment order）

– 通院もしくは訪問

命令の効力は12ヶ月以内（更新可能）– 命令の効力は12ヶ月以内（更新可能）

– 必要な場合は対象者の居住地を設定も可能

精神保健レビュ 委員会は命令の変更 廃止をできる– 精神保健レビュー委員会は命令の変更・廃止をできる

出典：国立精神・神経医療研究センター 竹島正部長 74



米国の継続通院処遇*
入院基準

との比較

最大期間 頻度

Alabama 異なる** 365 Rare

入院基準

との比較

最大期
間

頻度

Nebraska 同じ基準 180 Common

h 同じ基準Alaska 同じ基準 180 Rare

Arizona 同じ基準 365 Very common

Arkansas 同じ基準 180 Rare

C l d 同じ基準 180 R

New Hampshire 同じ基準 5 years Rare

North Carolina 異なる** 180 Common

North Dakota 同じ基準 365 Very common

Colorado 同じ基準 180 Rare

Delaware 同じ基準 180 Rare

D. of Columbia 同じ基準 180 Very common

Georgia 異なる** 365 Occasional

Ohio 同じ基準 2 years Rare

Oklahoma 同じ基準 365 Rare

Oregon 同じ基準 180 Very rare

P l i 同じ基準 180 O i lGeorgia 異なる** 365 Occasional

Hawaii 異なる** 180 Rare

Illinois 同じ基準 180 Very rare

Indiana 同じ基準 Na Very rare

Pennsylvania 同じ基準 180 Occasional

Rhode Island 同じ基準 180 Common

South Carolina 同じ基準 180 Rare

South Dakota 同じ基準 365 Very rareIndiana 同じ基準 Na Very rare

Iowa 同じ基準 90 Common

Kansas 同じ基準 180 Common

Louisiana 同じ基準 180 Rare

South Dakota 同じ基準 365 Very rare

Texas 同じ基準 365 Very rare

Utah 同じ基準 Na Common

Vermont 同じ基準 Na CommonLouisiana 同じ基準 180 Rare

Michigan 同じ基準 365 Very common

Minnesota 同じ基準 365 Very rare

Mississippi 同じ基準 365 Very rare

Vermont 同じ基準 Na Common

Virginia 同じ基準 180 Rare

Washington 同じ基準 180 Very common

West Virginia 同じ基準 2 years Rarepp y

Montana 同じ基準 365 Very rare

g 同 準 y

Wisconsin 同じ基準 365 Very common

*Torrey EF, Kaplan RJ. Psychiatr Serv 46: 778‐784, 1995.
**処遇を遵守しない場合でも入院処遇とならない場合があるという問題が指摘されている*。 75

その他の国での継続通院処遇その他の国での継続通院処遇
• 韓国：通院措置：精神医療機関の長は、保護義務者の同意を得て、一年以韓国：通院措置：精神医療機関の長は、保護義務者の同意を得て、 年以

内の通院命令を市長・郡守・区庁長に請求することができる（精神保健法）。
出典：藤本美智子医師資料（National Institutes of Health）

加筆：趙香花研究員（国立精神・神経医療研究センター）

• イタリア：あり（TSO: Trattamento Sanitario Obbligatorio)強制入院・通院措置
– 1978年「任意および強制入院と治療」に関する法180号1978年 任意および強制入院と治療」に関する法180号
– 同年「国民保健サービスの制度」に関する組織案 法833号33‐35条、64条

水野雅文教授（東邦大学医学部）

• フィンランド：フィンランド：
– 触法患者が退院した場合，その患者を担当する地域精神科医療の監督を，最大で6ヶ月間受ける．

– 触法患者以外については，通院措置の記載はMental Health Actにない．

野田寿恵室長（国立精神・神経医療研究センター野田寿恵室長（国立精神 神経医療研究センタ

• ベルギー、ルクセンブルグ、ポルトガル、スウェーデン：存在を確認

• インド：なし（杉浦寛奈医師：横浜市立大学精神医学教室）
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継続通院処遇の効果に関する学術的検討

• 2つの総説1, 2が存在

– 72の研究2が同定されたが、無作為化比較研究は2つのみ3, 4

– 確立されたエビデンスがある段階とはいえない

• 2つの総説で示されているそれぞれの結論

– 通院措置は、サービス利用、社会的機能レベル、生活の質（通院措置は、サ ビス利用、社会的機能レ ル、生活の質（
QOL）の観点で通常治療と違いはなかった1

– 通院措置で暴力や犯罪は少なかった（理由は不明）1

– 再入院率、在院日数や服薬遵守への効果を示した研究はわ
ずか2

1. Kisely S, Campbell L, Preston N. Compulsory community and 9 involuntary outpatient treatment for patients with severe mental 
disorders. Cochrane Database Syst Rev 2005;(3):CD004101.

2. Churchill R. 8 International experiences of using community treatment orders. Institute of Psychiatry, 2007. 
www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyAndGuidance/DH_072730.

3. Swartz MS, et al. Can involuntary outpatient commitment reduce hospital recidivism?: Findings from a randomized trial with severely 
mental ill individuals. Am J Psychiatry 156: 1968‐1975, 1999. 

4. Steadman HJ, et al. Assessing the New York City involuntary outpatient commitment pilot program. Psychiatr Serv 52: 330‐336, 2001.
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ＤＯＴＳの推進について（ＤＯＴＳ体制の強化）

ＤＯＴＳ（ドッツ）とは直接服薬確認療法のことであり、医療従事者は患者に薬を処方するだけではなく、患者が
服薬するところを目の前で確認し 支援する方式（結核の常識２０１０）

ＤＯＴＳの拠点
ＤＯＴＳカンファレンスや

地域ＤＯＴＳ院内ＤＯＴＳ

服薬するところを目の前で確認し、支援する方式（結核の常識２０１０）

医療・服薬に関すること

薬局

ＤＯＴＳカンファレンスや
コホート検討会の開催

薬局
地域の医療機関

（外来ＤＯＴＳ）

退
院

看護師
社会福祉士

中核的な病院、地域基幹病院
（院内ＤＯＴＳ、外来ＤＯＴＳ）

訪問看護ステーション

院
後

結核患者

生活・服薬に関すること

結核患者

護

医師 薬剤師

保健所（外来ＤＯＴＳ）

進行管理
情報発信

情報共有による地域連携

ＴＥＬ・FAX・地域連携パス 等
社会福祉施設

チームによる服薬支援を行う。

・服薬確認、指導

患
保健所（外来ＤＯＴＳ）

原案：東京都多摩立川保健所

・患者教育

・保健所との連携

保健師
結核患者の生活環境に応じた支援を行う。
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４ 地域での生活を支援する
体制の強化体制の強化



退院や地域での定着をしっかりサポートするための、

地域移行支援 地域定着支援 創設

新たな取組５

地域移行支援、地域定着支援の創設

○ 改正障害者自立支援法の施行に伴い、
・ 入院中から、住居の確保や新生活の準備等の支援を行う
「地域移行支援「地域移行支援」

・ 地域生活している者に対し、２４時間の連絡相談等のサポート
を行う「地域定着支援」を行う「地域定着支援」

の創設により、退院や地域での定着の支援体制を充実。
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新たな取組５

地域移行支援 地域定着支援の創設

◆地域移行支援

地域移行支援・地域定着支援の創設

◆地域移行支援
施設や病院に長期入所等していた者が地域での生活に移行するためには、住居の確保や新生活
の準備等について支援が必要。
→ 現行の「精神障害者地域移行・地域定着支援事業」（補助金）で行われているもの（地域移行推進員の活動）と同様の事業
を障害者自立支援法に基づく個別給付にを障害者自立支援法に基づく個別給付に。

◆地域定着支援
居宅で一人暮らししている者等については、夜間等も含む緊急時における連絡、相談等のサポー

ト体制が必要ト体制が必要。
→ 現行の「居住サポート事業」（補助金）で行われているものと同様の事業を障害者自立支援法に基づく個別給付に。

施設・病院内施設・病院内 地地 域域

サービス利用計画サービス利用計画
（退所 退院に向けたケアマネジメントを行い 地域生活への移行 定着を計画的に支援 ）

退
所
・
退
院

地域移行・地域生活のためのコーディネート機能

地域定着支援地域定着支援地域移行支援地域移行支援

（退所・退院に向けたケアマネジメントを行い、地域生活への移行、定着を計画的に支援。）院
を
希
望
す

地域移行・地域生活のための支援 地域相談支援として個別給付化

地域定着支援地域定着支援
（２４時間の相談支援体制等）

（地域生活の準備や福祉サービスの見学・体験のための
外出への同行支援・入居支援等）

す
る
者
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地域生活支援体制の構築のため、

地域生活に向けた訓練と

新たな取組６

地域生活に向けた訓練と、
状態悪化時のサポートなどを合わせて実施

○ 改正障害者自立支援法の施行に伴い、平成２４年度からは、
宿泊型自立訓練と就労継続支援などの日中活動サービスや宿泊型自立訓練と就労継続支援などの日中活動サ ビスや
ショートステイの事業等を組み合わせて実施しやすくするとともに、
新たに創設する地域移行支援・地域定着支援を実施すること等
により、病院等からの地域移行・地域生活への定着を一層促進。
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新たな取組６

地域移行・地域生活支援体制の強化

～～H24.3.31H24.3.31 H24.4.1H24.4.1～～
▲ 障害者自立支援法 施 新体 移

地域移行・地域生活支援体制の強化

宿泊型自立訓練の実施
（夜間における地域生活のための訓練等）

・現在は、精神障害者生活訓練施設が
社会復帰に向けた訓練を行っている。
精神障害者生活訓練施設も 平成24年

▲ 改正障害者自立支援法の施行・新体系移行の期限

（夜間における地域生活のための訓練等）

日中活動サービスの実施

・精神障害者生活訓練施設も、平成24年
3月末までに新体系移行することが必要

＋ 事業者の選択により、次のサービ
スを組み合わせて実施

日中活動 実施
（自立訓練（生活訓練）、就労継続支援Ｂ型など）

ショートステイの実施
（再入院の予防・悪化時の受け入れなど）

地域移行・地域生活支援機能の強化を図る観
点等から宿泊型自立訓練の規制の見直しを検討

① ケアマネジメントの導入等に伴う標準利用期間

が3年の場合の報酬設定の見直し等
期 院 た者等 減額単価（ 単位） 適

連携連携

地域移行支援・地域定着支援の実施
（新生活の準備支援、２４時間の相談支援体制、緊急時対応など）

・ 長期間入院していた者等の減額単価（162単位）の適用

時期を現行の2年から標準利用期間である3年を超える場

合に延長。

・ 長期入院者に加え、長期のひきこもりなど長期の支援が

必要な場合は、標準利用期間を3年とするよう、自治体・

事業者等に周知。 連携連携

② 短期入所を行う場合の要件緩和（空床の利用）

など

★相談支援の充実★相談支援の充実
・ ケアマネジメントの導入によりサービス利用計画案を重視
・ 相談支援体制の強化（地域移行支援・地域定着支援の個別給付化）など

事業者等に周知。

宿泊型自立訓練等においても、必要な人員を配置した場合
には、空床等を利用して短期入所事業が実施できるよう、現
行基準を見直し。
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新たな取組６

宿泊型自立訓練の規制等の緩和に関する検討事項宿泊型自立訓練の規制等の緩和に関する検討事項

（ケアマネジメントの導入等に伴う標準利用期間が３年の場合の報酬設定の見直し等）
・ 長期間入院していた者等の減額単価（現行１６２単位/日）の適用時期を現行の「２年を超える場合」から標準利
用期間である「３年を超える場合」に延長用期間である「３年を超える場合」に延長。

・ また、平成２４年度からは、ケアマネジメント（サービス利用計画案）を重視した支給決定となることを踏まえ、長期
入院者に加え、長期のひきこもりなど長期の支援が必要な場合は、標準利用期間を３年とするよう、自治体・事業
者等に周知。
※ 標準利用期間を超えて さらに必要性が認められる場合には 最大１年間の延長が可能※ 標準利用期間を超えて、さらに必要性が認められる場合には、最大１年間の延長が可能。

（空床を利用した短期入所の実施）
・ 宿泊型自立訓練、グループホーム、ケアホームにおいても、必要な人員を配置した場合には、空室・空床を活用し
て短期入所事業が実施できるよう、現行基準を見直し。

（その他の主な検討事項）

・ 宿泊型自立訓練等に移行した場合の設備（居室の定員や面積要件など）に関する特例（経過措置）については、
平成２４年度以降も継続。
※ 宿泊型自立訓練の立地については、従来から病院等の敷地内での設置が可能。

・ 報酬改定事項（食事提供体制加算（現行４２単位）の扱いなど）については、年末に向けての報酬改定プロセスに
おいて検討おいて検討。

など
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活用できるサービス

地域生活を支える精神科医療体制の姿（イメージ図）

未治療者 入院が必要である
が同意が困難な人

認知症の人
保護者の
責務削除

介護保険
サービス

暫定版（随時更新予定）

が同意が困難な人

早期対応で

認知症疾患
医療センター

保護者の同意
による入院

精神科病院

状態像地
域
生
活

サ

医療保護

入院の在り

急性期
の患者

早期対応で
地域生活を継続

長期・高齢
入院の患者

訪問・外来
デイケア

身体合併症で
入院中の患者

入院を防ぐ
による入院 の人員体制

の検討

症状の面で
退院困難な患者

入院の在り
方の検討

アウトリーチ
チーム

精
神
科
病

の患者

退院を目指
せる患者

入院の患者デイケア 入院中の患者

ＢＰＳＤ等で
入院中の患者

病状安定している
が退院困難な患者

による支援病
院

退院準備
中の患者

高齢
精神障害
者地域支
援事業

せる患者

退院準備
中の患者訪問・外来

デイケア

入院の
さらなる
短期化

入院の
さらなる
短期化

退院支援・地域連
地域移行

支援

ＧＨ・ＣＨ
自宅

精神科救急
医療体制

援事業

必要な
合

入院を
防ぐ

退院支援 地域連
携クリティカルパス

自宅等

障害福祉
治療中断者

地域定着
支援× 宿泊型自立訓練

＋
ショートステイ等

入院を
防ぐ

場合

ショートステイ
（レスパイト的）

介護保険
サービス

自宅等

障害福祉
サービス

治療中断者

退院後
不安定な人

ＧＨ・ＣＨ
自宅

雇用支援
諸事業

企業等地域生活を
継続している人

小規模多機能、
認知症ＧＨ等
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